
 

平成25年度 第１回 新潟県建築審査会 会議結果 

 

 

開催日時  平成25年６月20日（木） 午前10時から 

開催場所  自治会館 本館４階 401会議室 

出 席 者  新 潟 県 建 築 審 査 会 委 員 ６名 

 事 務 局  新 潟 県 土 木 部 都 市 局 建 築 住 宅 課 ５名 

              上越地域振興局地域整備部建築課 １名 

 

 

議  案 審議結果 

 

第１号議案 

 

建築基準法第55条第３項第２号の規定に基づく許可につ

いて（第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域

内における建築物の高さの限度） 

 

 申 請 者：妙高市長  入村 明 

建築場所：妙高市錦町１丁目1406番ほか48筆 

     （第一種低層住居専用地域） 

建物用途：中学校 

工事種別：増築 

 

 

 

 

その用途によってやむを

得ないことから同意され

た 

 

 

 

第２号議案 

 

 建築基準法第56条の２第１項ただし書きの規定に基づ

く許可について（日影による中高層の建築物の高さの制限） 

 

 申 請 者：阿部 治 

建築場所：妙高市柳井田町４丁目153番、154番、155番 

     （近隣商業地域） 

建物用途：老人福祉施設（デイサービスセンター） 

工事種別：増築 

 

 

 

 

周囲の居住環境を害する 

おそれがないことから同 

意された 

 



 

第３号議案 

  

建築基準法第43条第１項ただし書の規定に基づく許可に

ついて（敷地等と道路との関係） 

  

 

 

 

交通上、安全上、防火上及

び衛生上支障がないこと

から同意された（66件） 

 

 

第４号議案 

  

建築基準法第44条第１項ただし書の規定に基づく許可に

ついて（道路内の建築制限） 

  

 

 

 

公益上必要な建築物で通 

行上支障がないことから 

同意された（２件） 

 

 


